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茂
原
駅
南
口
公
共
駐
車
場
は
、

４
月
か
ら
指
定
管
理
者
で
あ
る

『
日
本
パ
ー
キ
ン
グ
株
式
会
社
』

が
管
理
運
営
し
ま
す
。

こ
れ
に
伴
い
、
機
器
設
備
が
更

新
と
な
り
、
既
存
の
定
期
券
や
回

数
券
、
プ
リ
ペ
イ
ド
カ
ー
ド
は
、

利
用
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

今
後
の
対
応
に
つ
い
て
は
、
４

月
か
ら
利
用
可
能
な
サ
ー
ビ
ス
券

と
の
交
換
等
を
予
定
し
て
い
ま
す

の
で
、
詳
細
は
左
記
ま
で
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

お
問
い
合
わ
せ
は
、

・
回
数
券
等
の
交
換
対
応
や
４

月
以
降
の
利
用
に
つ
い
て

日
本
パ
ー
キ
ン
グ
株
式
会
社

☎
０
３（
３
２
２
２
）０
０
１
５

・
そ
の
他
駐
車
場
に
関
す
る
こ
と

都
市
計
画
課
（
８
階
）

☎
⒇
１
５
４
６
、Ｆ
⒇
１
６
０
６
へ
。

今
年
度
は
、
茂
原
市
長
生
郡
医

師
会
救
急
災
害
担
当
理
事
の
宍
倉

朋と
も

胤た
ね

氏
を
講
師
に
迎
え
、「
災
害
時

に
お
け
る
医
療
救
護
」
を
テ
ー
マ
に

個
人
や
地
域
・
自
治
会
で
行
う
防

災
・
減
災
・
災
害
対
策
や
避
難
所

運
営
、
市
民
ト
リ
ア
ー
ジ
に
つ
い
て

講
演
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

ま
た
、
自
治
会
の
課
題
解
決
と

活
動
内
容
の
再
確
認
の
た
め
、
毎

年
先
進
市
視
察
を
実
施
し
て
お
り
、

今
年
度
は
埼
玉
県
東
松
山
市
の
自

治
会
連
合
会
役
員
の
方
々
と
意
見

交
換
会
を
行
い
ま
し
た
。

こ
の
ほ
か
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

活
用
し
た
情
報
発
信
な
ど
の
取
り

組
み
を
行
っ
て
い
ま
す
。

お
問
い
合
わ
せ
は
、

生
活
課
（
２
階
）

☎
⒇
１
５
０
５
、Ｆ
⒇
１
６
０
０
へ
。

茂
原
駅
南
口

公
共
駐
車
場
の
管
理
運
営

�
に
関
す
る
お
知
ら
せ

茂
原
市
自
治
会
長
連
合
会
の

�

活
動
を
報
告
し
ま
す

◆
防
災
防
犯
部
会

災
害
に
強
い
ま
ち
づ
く
り
の
た

め
、
毎
年
実
施
さ
れ
る
地
域
防
災

訓
練
へ
参
加
す
る
と
と
も
に
、
自

主
防
災
組
織
の
育
成
強
化
に
努
め

て
い
ま
す
。

今
年
度
は
、
東
京
臨
海
広
域
防

災
公
園
内
に
あ
る
防
災
体
験
学
習

施
設
「
そ
な
エ
リ
ア
東
京
」
へ
の

視
察
研
修
を
実
施
し
た
ほ
か
、
自

主
防
災
会
の
現
状
と
課
題
に
つ
い

て
勉
強
会
も
実
施
し
ま
し
た
。

◆
環
境
福
祉
医
療
部
会

環
境
美
化
活
動
の
実
践
的
取
り

組
み
や
地
域
医
療
体
制
を
学
ぶ
な

ど
の
研
修
活
動
を
推
進
し
て
い
ま

す
。今

年
度
は
、
ご
み
袋
の
料
金
改

定
を
行
っ
た
香
取
広
域
市
町
村
圏

事
務
組
合
へ
の
視
察
を
実
施
し
、

値
下
げ
に
つ
い
て
意
見
交
換
を
行

い
ま
し
た
。

◆
組
織
部
会

自
治
会
組
織
強
化
の
取
り
組
み

の
ひ
と
つ
と
し
て
、
全
自
治
会
長

を
対
象
と
し
た
講
演
会
を
開
催
し

て
い
ま
す
。

長生郡市保健センター

夜間急病診療所の
� 受付時間が変わります！
　４月１日㊐から、夜間急病診療所の受付時間が、
下記のとおり変更となります。

◆現　在　　　受付時間　20時～23時
　　　　　　　診療時間　20時～23時
◆４月１日～
　受付時間　19時45分～22時45分
　診療時間　20時～23時(変更なし)

お問い合わせは、
［日中］長生郡市広域市町村圏組合 医療民生課
　　　 平日：8時30分～17時15分（年末年始を除く）
　　　　☎（２0）２８９９、Ｆ（２４）１１４４へ。
［夜間］12ページをご覧ください。

お知らせ 市では、広報紙の送付を希望される方に無料で郵送しています。
お問い合わせは、秘書広報課☎（20）1512、Ｆ（20）1601へ。

茂
原
市
自
治
会
長
連
合
会
で
は
、
３
つ
の
専
門
部
会
を
設
け
活
動
を

行
っ
て
い
ま
す
。

防
災
や
防
犯
対
策
に
つ
い
て
は
防
災
防
犯
部
会
、
環
境
美
化
や
医
療

問
題
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
は
環
境
福
祉
医
療
部
会
、
自
治
会
加
入
促

進
や
組
織
強
化
に
つ
い
て
は
組
織
部
会
が
担
当
し
て
い
ま
す
。


